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国立大学法人お茶の水女子大学 研究不正防止計画 
令和 8 年 3 月 27 日 

 
１．研究活動における不正行為への対応等に関する計画 

実施項目 不正発生要因 具体的な行動計画 
研究倫理の向上 研修を受講する必要があ

るという意識が低い。 
研究コンプライアンス推
進責任者は、自部局内に
おいて、研修受講の必要
性を周知徹底させる。 

研究に携わる学部学生に
対して、適切な研究倫理教
育を実施できていない。 

研究に携わる学部学生に
対して、適切な研究倫理
教育を促し、積極的に受
講できる機会を提供す
る。 

オーサーシップ、二重投
稿 

論文作成が個人に任され
ている。 

研修において、オーサー
シップ及び二重投稿に関
する教育を徹底する。 

研究データの保存・開示 適切なデータ保存がされ
ない。 

研究データの保存期間
は、研究成果の発表時点
から 10 年間であることを
周知する。 
学生の卒業・修了や研究
者の転出の際に、保存す
べき研究データを確認
し、追跡可能としてお
く。 

 
２．公的研究費等の不正使用等の防止に関する計画 

実施項目 不正発生要因 具体的な行動計画 
ルールの周知 獲得した競争的資金等の

使用ルールを理解してい
ない。 

競争的資金等を獲得した
時点で、事務担当者と研
究計画及び使用ルールの
確認を行う。 

還流行為が不適切である
という認識が不足してい
る。 

給与・謝金・旅費等の全
部又は一部を研究室等が
回収する行為は不適切で
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あると研修で周知すると
ともに、雇用者等にも説
明する。 

予算の管理 研究者が予算執行状況等
を把握していないため、
年度末に予算執行が集中
する。 

研究計画に基づいた予算
執行状況を定期的に確認
するとともに、必要に応
じ改善を求める。 

複数の研究費を持ってい
る場合の予算執行におい
て、研究目的に合致した
予算選択ができていな
い。 

予算執行の際は、研究目
的に合致した予算選択を
しなければならないこと
を周知する。また事務担
当者において各研究費の
研究目的を把握する。 

発注・検収制度 
 
 

教員が請求書や納品書を
長期間保管し、業者への
支払い時期が遅れる。 
 

速やかに会計 Web に入力
する。業者から請求書・
納品書の提出があった場
合、速やかに事務部門へ
提出することを教員に指
導する。 

立替払いで購入した物品
等に対する立替払請求が
遅い。 
 
 

立替払いをした時は、速
やかに事務部門へ立替払
請求書を提出することを
教員に指導する。 

写真による納品検収で写
真の使いまわしが行われ
る。 
 

マニュアルにおいて写真
を利用する場合の条件を
付す。 
 

旅費 
 
 
 

旅行前に出張計画書の提
出がなされない。 

原則、旅行前に出張計画
（旅行命令伺）を事務部
門に提出し、把握・確認
できる体制とする。 
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 旅行後に提出される復命
書（出張報告書）の記載
内容が不十分である。ま
たは証拠書類の添付がな
い。 

出張計画の実行状況等の
把握・確認として、用務
内容・訪問先・宿泊先・
面談・出張の成果等が確
認できる復命書及び出張
の事実が確認できる証拠
書類の提出を義務付け
る。重複受給がないかな
ども含め、必要に応じて
照会や出張の事実確認を
行う。 

謝金など人件費 事前に謝金の実施伺いが
提出されない。 

実施伺いは必ず事前に届
け出ることとし、届け出
のあった決裁及び事務処
理手続きは速やかに行
う。 

事務担当者による業務内
容、業務日数などの把握
が不十分。 

業務従事者と業務確認者
が出勤表等に自筆による
署名又は印鑑による押印
を行い、作業時間等につ
いて事務担当職員が確認
することをもって事実確
認とする。 

外部資金等で任期付き教
員を雇用する際のエフォ
ート管理について理解が
不十分。 

外部資金獲得時に事務担
当者がルールについて説
明を行う。 

電子決裁 同じ電子ファイルを用いて
二重請求をしてしまう。 

請求書番号等で重複請求
でないか確認する。 

 


